
 第 16号議案

令 和 ２ 年 ７ 月 1 3日 
任 用 給 与 課 

東京都規則等の一部改正について（給与関係） 

下記の東京都規則等の一部改正について、適当と認め、申請（別添）のとおり

承認する。 

記 

Ⅰ 東京都規則の一部改正 

１ 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

Ⅱ 人事委員会承認事項の一部改正 

１ 保健所等において保健衛生行政に従事する医師・歯科医師に対する初任

給調整手当の取扱いについて 
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Ⅰ 東京都規則の一部改正 

１ 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

組織改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

防疫等業務手当 

別表 

３（１） 

【組織改正に伴う支給範囲の改正】 

福祉保健局健康安全部 → 福祉保健局感染症対策部 

防疫等業務手当に

関する措置等 

本体附則第２項 

第３項 

【文言整備】 

○ 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則

（令和２年東京都規則第 104号）による改正後の東京都職員の特殊勤務手

当に関する条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）別表３の部

（１）の項の規定にかかわらず

→別表３の部（１）の項の規定にかかわらず

○ 改正後の規則第４条第２項第３号の規定にかかわらず

→第４条第２項第３号の規定にかかわらず

施 行 期 日 

附則第１項 

公布の日 

経 過 措 置 等 

附則第２項 

第３項 

○ 公布日前に従事した業務について公布日以後に支給する場合

→従前の例による。

○ 二暦日にわたる勤務にあっては、公布日以後に始まる勤務から適用し、

公布日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

＜参考＞組織改正概要 
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Ⅱ 人事委員会承認事項の一部改正 

１ 保健所等において保健衛生行政に従事する医師・歯科医師に対する初任

給調整手当の取扱いについて 

組織改正に伴い、所要の改正を行う。 

項 目 内 容 

対 象 と な る 職 

別紙別表 

【組織改正に伴う対象の改正】 

 保健衛生行政に従事する医師・歯科医師に対する初任給調整手当の区分につ

いて、引上げの対象に以下を追加 

①福祉保健局新型コロナウイルス感染症対策担当部長

②福祉保健局感染症対策部

適 用 年 月 日 ①令和２年４月１日 ②令和２年７月 13日

＜参考＞保健所等において保健衛生行政に従事する医師・歯科医師に対する初任給調整手当の取扱い 

公衆衛生医師については、求められる役割が高まる中で、人材の確保が困難となっていることを

踏まえ、「都外施設」区分を適用 

【初任給調整手当】 

区分 島しょ保健所 都外施設 監察医務院 保健所・都立病院 本庁・研究所 

最高支給額 306,900円 268,500円 202,000円 175,100円 121,900円 
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～ 目 次 ～ 

１ 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則（２頁） 

２ 保健所等において保健衛生行政に従事する医師・歯科医師に対する初任給調整手当の

取扱いについて（４頁） 

改 正 案 文 一 覧 

別添 
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別紙１ 

「保健所等において保健衛生行政に従事する医師・歯科医師に対する初任給調整手当の取扱いについて」（平成28年３月24日付27人委任第172号承認） 

について、下記のとおり改正する。 

 

記 

 

改  正  案 現    行 

 

１ 申請内容 

（現行のとおり） 

 

２ 適用年月日 

  令和２年４月１日 

 

３ 申請理由 

（現行のとおり） 

 

別紙 

別表 

対象となる職 適用する職 

（1）福祉保健局医療改革推進担当部長、福祉保

健局感染症危機管理担当部長、福祉保健局新型

コロナウイルス感染症対策担当部長、健康安全

研究センター所長及び健康安全研究センター健

康情報解析担当部長の職で、保健衛生行政に従

事する医師・歯科医師の職 

人口が少ない市及び町村に

所在する公署に置かれる職

（規則第２条第１項第２号

の職） 

（2）から (7) まで （現行のとおり） 
 

 

１ 申請内容 

（略） 

 

２ 適用年月日 

  平成28年４月１日 

 

３ 申請理由 

（略） 

 

別紙 

別表 

対象となる職 適用する職 

（1）福祉保健局医療改革推進担当部長、福祉保

健局感染症危機管理担当部長、健康安全研究セ

ンター所長及び健康安全研究センター健康情報

解析担当部長の職で、保健衛生行政に従事する

医師・歯科医師の職 

人口が少ない市及び町村に

所在する公署に置かれる職

（規則第２条第１項第２号

の職） 

（2）から (7) まで （略） 
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別紙２ 

「保健所等において保健衛生行政に従事する医師・歯科医師に対する初任給調整手当の取扱いについて」（平成28年３月24日付27人委任第172号承認） 

について、下記のとおり改正する。 

 

記 

 

改  正  案 現    行 

 

１ 申請内容 

（現行のとおり） 

 

２ 適用年月日 

  令和２年７月13日 

 

３ 申請理由 

（現行のとおり） 

 

別紙 

別表 

対象となる職 適用する職 

（1）から (6) まで （現行のとおり） 
人口が少ない市及び町村に

所在する公署に置かれる職

（規則第２条第１項第２号

の職） 

（7）福祉保健局感染症対策部において保健衛生

行政に従事する医師・歯科医師の職 

（8）健康安全研究センター企画調整部において

保健衛生行政に従事する医師・歯科医師の職 
 

 

１ 申請内容 

（略） 

 

２ 適用年月日 

  令和２年４月１日 

 

３ 申請理由 

（略） 

 

別紙 

別表 

対象となる職 適用する職 

（1）から (6) まで （略） 
人口が少ない市及び町村に

所在する公署に置かれる職

（規則第２条第１項第２号

の職） 

（新設） 

（7）健康安全研究センター企画調整部において

保健衛生行政に従事する医師・歯科医師の職 
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別
表
（
第
二
条
関
係
）

手
当
番
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種

類
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範

囲
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当

額
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要
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す
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す
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又
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す
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。
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お
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お
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囲
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又
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指
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す
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が
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、
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そ
の
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務
又
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そ
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（
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に
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る
。）
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接
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に
従
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と
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）
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ら

19
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（
略
）
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